
平成20年 給与勧告及び報告の概要

平成 20年

福 岡 県 人

<本 年のポイン ト>
① 民 間給与との較差 (0.02%)が極めて小さいことから、月例給の水準改定は行

わない

② 期 末 口勤勉手当 (ボーナス)も 民間の支給割合とおおむね均衡し、改定なし

③ 勤 務時間については、県内民間事業所の状況、人事院勧告 (1日7時間45分、
1週38時間45分に改定)を 考慮して見直すことが適当
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1 民 間給与 との比較

(1)月 例給

(2)

【参考】平成20年人事院勧告の較差

【 月  例  給 _】 【 期 末 ・勤勉手当 】

1 3 6円

〔0,04%〕

0 , 0 0月

(民間 4. 5 0月 職 員 4. 5 0月)

○ 職 員 と民間の月例給 の較差 が極 めて小 さい こ と、民間のボーナ スの年 間支給割合

が職員 の期末 ・勤勉手 当の年 間支給割合 とおおむね均衡 している こ と等 を踏 まえ、

月例給及び期末 ・勤勉手 当の改定 は行 わない。

【参考 :行 政職職 員の平均給与 月額】
・平均年齢     43.6歳     ・ 平均給与月額   398,362円
・平均経験年数   21.9年

地域手 当の支給割合の改定

① 平 成 18年度 か ら給与構造改革 の一
環 として導入 した給料表 に よ

準が段 階的 に引き下げ られてい くことを考慮 して所要の改定 を行

職 員 の給与水一り

，
９

民間給与

( A )

職員給与

( B )

較 差

(C)=(A)一 (B)〔 (C)/(B)× 100〕

3 9 8 , 4 6 1円 398 , 3 6 2円 99円 〔0,02%〕

期末 コ勤勉手 当 (ボーナス)

民間の年 間支給割合

( A )

職員 の年 間支給割合

( B )

差

(A)一 (B)

4.49月 4,50月 △ 0,0 1月

支 給 地 域

支 給  割  合

平成 21年 度以降 平成 20年 度 (現行 )

東京都 千代 田区 100分の 17 100分の 16

大阪市 1 0 0分 の 14 100分の 13

名古屋市 100分の 12(改定なし) 100夕)しつ 12

福岡市 100分の 4.5 100分の 4.25

福岡市を除 く福岡県内の地域 100分の 3.25 100分の 3

○ 実 施 時期  平 成 21年 4月 1日



獣 医師 に対す る初任給調整手 当の改定

○ 獣 医師は、食 の安全確保 等 において重要 な役割 を担 つてお り、その優秀 な人材 の

確保 が課題 となつてい る中で、採用試験 において十分 な受験者数 の確保 に苦慮す る

状況 が続 いてい る。 このため、民間事業所 の初任給 との較差 を考慮 し、初任 給調整

手 当を改定す る。
。手 当の上限額   13,000円 → 25,000円        ニ
・手 当の支給期 間  5年 → 10年

○ 実 施 時期  平 成 21年 4月 1日

意見

(1)給 与 について

ア 通 勤手 当については、県 内民間事業所 の支給状況等 を勘案 し、交通用具使 用者 に

係 る手 当月額 の算 出方法 について検討す る必要 があ る。

イ 公 立学校 の教員 の給与 については、義務教育等教員特別手 当及 び特殊 勤務 手 当 (教

員特殊 業務 手 当)の 在 り方 について、国や他 の地方公共団体 の動 向等 に留意 し、教

育委員会 と連携 しなが ら、調 査 ・研 究 を進 めてい く必要 がある。

(2)勤 務環境の整備等 について

ア 時 間外勤務 の縮減 等 については、業務 の簡 素 ・効率化 、縮減 目標 の設 定な ど、組

織全体 として取 り組む とともに、特 に、管理監督者 においては、職 員の勤務 時間の

厳正 な管理 に努 め る必要があ る。

イ 健 康管理対策 については、組織 的な取組 として、管理監督者 へ の意識 づ けや業務

執行 体制 を改善 し、良好 な人 間関係 を確保す るな ど、職員 が信頼 して相 談で きる環

境 をつ くるこ とが必要 である。

ウ 職 業生活 と家庭生活 の両立支援 については、男性職員 の育児休 業や 出産 ・育児 に

係 る休 暇 の取得 が進 んでいないため、職員全体 に対す る制度 の周知及び意識啓発 に

努 め、特 に男性職員 が家庭生活 に積極 的 に参画 で きる職場環境づ く りや長 時間労働

の抑制 に一
層取 り組 む必要があ る。

(3)勤 務時間の見直 しにつ いて

人事院は、民間 との均衡 を図 る観 点か ら、職員 の勤務 時間 を 1日 7時 間45分、 1週

38時間45分に改定す るよ う勧告 してお り、本 県の民間企業 も国 とほぼ同様 の状況 にあ

る ことか ら、国に準 じて勤務 時間 を見直す こ とが適 当であ る。 その場合 、 これ までの

行政サー ビスを維持 しつつ、行政 コス トを増大 させ ない ことが基本 であ る。

(4)人 事評価制度 につ いて

人事評価制度 を確 立 し、運用す るに当た っては、評価者 と評価 の対象 とな る職員 が

制度 の趣 旨等 につ いて理解 を共有 した上で、勤務実績 が客観 的かつ公正 に評価 され る

こ とが重要で あ り、 さらに、運用 の状況 を踏 まえて、評価結果 を任用 、給与等 に適切

に反映 させ るこ とが肝要である。

(5)高 齢期 の職 員の雇用確保 について

公 的年金 の支給 開始年齢 の段 階的 な引上 げに よ り、平成 25年度以降の定年退職者 に

ついて無年金期 間が生 じることにな るため、国家公務員 の定年 引上 げ等の動 向を注視

し、人事管理 上 の問題 点 と高齢期 の職員 の雇用確保 の課題 について検討 を進 め る必要

が ある。


